大阪府条例第　　　号
　　　大阪府附属機関条例等の一部を改正する条例
（大阪府附属機関条例の一部改正）
第一条　大阪府附属機関条例（昭和二十七年大阪府条例第三十九号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（報酬）
第三条　委員等の報酬の額は、日額一万八千円を超えない範囲内において、当該附属機関を設置する執行機関が定める額とする。
２　（略）
３　委員等が著しく困難な業務に従事する場合その他の特別の事情により第一項の報酬の額により難いときは、同項の規定にかかわらず、その報酬の額を、当該業務に従事した時間一時間につき、当該附属機関を設置する執行機関が定める額とすることができる。ただし、当該額は、一万七百円を超えることができない。

４　前項の報酬は、当該業務に従事した時間に応じて、その都度支給し、第一項の報酬の支給と併せて行うことを妨げない。ただし、前項の報酬の額の合計額並びに第一項及び前項の報酬の額の合計額は、一日につき五万五千円を超えることができない。
５　（略）
	（報酬）
第三条　委員等の報酬の額は、日額九千八百円を超えない範囲内において、当該附属機関を設置する執行機関が定める額とする。
２　（略）
３　委員等が著しく困難な業務に従事する場合その他の特別の事情により第一項の報酬の額により難いときは、同項の規定にかかわらず、その報酬の額を、当該業務に従事した時間一時間につき、当該附属機関を設置する執行機関が定める額とすることができる。ただし、当該額は、第一項の報酬の額を超えることができない。
４　前項の報酬は、当該業務に従事した時間に応じて、その都度支給し、第一項の報酬の支給と併せて行うことを妨げない。



５　（略）

	
	


（大阪府防災会議条例の一部改正）
第二条　大阪府防災会議条例（昭和三十七年大阪府条例第二十九号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（報酬）
第五条　委員及び専門委員の報酬の額は、日額一万八千円とし、幹事の報酬の額は、日額一万五千二百円とする。
２・３　（略）
	（報酬）
第五条　委員及び専門委員の報酬の額は、日額九千八百円とし、幹事の報酬の額は、日額八千三百円とする。
２・３　（略）

	
	


（大阪府国民保護協議会条例の一部改正）
第三条　大阪府国民保護協議会条例（平成十七年大阪府条例第九号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（報酬）
第七条　委員及び専門委員（以下「委員等」という。）の報酬の額は、日額一万八千円とし、幹事の報酬の額は、日額一万五千二百円とする。
２・３　（略）
	（報酬）
第七条　委員及び専門委員（以下「委員等」という。）の報酬の額は、日額九千八百円とし、幹事の報酬の額は、日額八千三百円とする。
２・３　（略）

	
	


[bookmark: _Hlk210297976]（大阪府石油コンビナート等防災本部条例の一部改正）
第四条　大阪府石油コンビナート等防災本部条例（昭和五十一年大阪府条例第八十五号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（報酬）
第五条　本部員及び専門員の報酬の額は、日額一万八千円とし、幹事の報酬の額は、日額一万千四百円とする。
２・３　（略）
	（報酬）
第五条　本部員及び専門員の報酬の額は、日額九千八百円とし、幹事の報酬の額は、日額六千二百円とする。
２・３　（略）

	
	


（大阪府公益認定等委員会条例の一部改正）
第五条　大阪府公益認定等委員会条例（平成十九年大阪府条例第四号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（報酬）
第十二条　委員及び専門委員（以下「委員等」という。）の報酬の額は、日額一万八千円とする。
２・３　（略）
	（報酬）
第十二条　委員及び専門委員（以下「委員等」という。）の報酬の額は、日額九千八百円とする。
２・３　（略）

	
	


（大阪府行政不服審査会条例の一部改正）
第六条　大阪府行政不服審査会条例（平成二十八年大阪府条例第一号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（報酬）
第八条　委員、臨時委員及び専門委員（以下「委員等」という。）の報酬の額は、日額一万八千円とする。
２・３　（略）
	（報酬）
第八条　委員、臨時委員及び専門委員（以下「委
員等」という。）の報酬の額は、日額九千八百
円とする。
２・３　（略）

	
	


（大阪府職員基本条例の一部改正）
第七条　大阪府職員基本条例（平成二十四年大阪府条例第八十六号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（報酬）
第四十五条　委員の報酬の額は、日額一万八千円とする。
２　（略）
	（報酬）
第四十五条　委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。
２　（略）

	
	


（大阪府自治紛争処理委員の報酬及び費用弁償並びに委員の求めに応じて出頭した当事者及び関係人の実費弁償に関する条例の一部改正）
第八条　大阪府自治紛争処理委員の報酬及び費用弁償並びに委員の求めに応じて出頭した当事者及び関係人の実費弁償に関する条例（昭和二十七年大阪府条例第四十四号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（報酬）
第二条　委員の報酬の額は、一日につき一万五千二百円を超えない範囲内において知事が定める額とする。
	（報酬）
第二条　委員の報酬の額は、一日につき八千三百円を超えない範囲内において知事が定める額とする。

	
	


（大阪府固定資産評価審議会条例の一部改正）
第九条　大阪府固定資産評価審議会条例（昭和三十七年大阪府条例第二十八号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（報酬）
第五条　委員の報酬の額は、日額一万八千円とする。
２・３　（略）
	（報酬）
第五条　委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。
２・３　（略）

	
	


（大阪府地方独立行政法人評価委員会条例の一部改正）
第十条　大阪府地方独立行政法人評価委員会条例（平成十六年大阪府条例第二号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	[bookmark: _Hlk217382606]改正後
	改正前

	
	

	（報酬）
第九条　委員等の報酬の額は、日額一万八千円とする。
２・３　（略）
	（報酬）
第九条　委員等の報酬の額は、日額九千八百円とする。
２・３　（略）

	
	


（大阪府個人情報保護審議会条例の一部改正）
第十一条　大阪府個人情報保護審議会条例（令和四年大阪府条例第五十八号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（報酬）
第七条　委員の報酬の額は、日額一万八千円とする。
２　（略）
	（報酬）
第七条　委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。
２　（略）

	
	


（大阪府社会福祉審議会条例の一部改正）
第十二条　大阪府社会福祉審議会条例（平成十二年大阪府条例第九号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（報酬）
第四条　審議会の委員及び臨時委員（以下「委員等」という。）の報酬の額は、日額一万八千円とする。
２　（略）








３　（略）
	（報酬）
第四条　審議会の委員及び臨時委員（以下「委員等」という。）の報酬の額は、日額九千八百円とする。
２　（略）
３　委員等が著しく困難な業務に従事する場合その他の特別の事情により第一項の報酬の額により難いときは、同項の規定にかかわらず、その報酬の額を、当該業務に従事した時間一時間につき、九千八百円とする。
４　前項の報酬は、当該業務に従事した時間に応じて、その都度支給し、第一項の報酬の支給と併せて行うことを妨げない。
５　（略）

	
	


（大阪府障害者施策推進協議会条例の一部改正）
第十三条　大阪府障害者施策推進協議会条例（昭和四十六年大阪府条例第三号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（報酬）
第七条　協議会の委員及び専門委員（以下「委員等」という。）の報酬の額は、日額一万八千円とする。
２・３　（略）
	（報酬）
第七条　協議会の委員及び専門委員（以下「委員等」という。）の報酬の額は、日額九千八百円とする。
２・３　（略）

	
	


（大阪府障害者介護給付費等不服審査会条例の一部改正）
第十四条　大阪府障害者介護給付費等不服審査会条例（平成十八年大阪府条例第三号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（報酬）
第四条　委員の報酬の額は、日額一万八千円とする。
２・３　（略）
	（報酬）
第四条　委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。
２・３　（略）

	
	


（大阪府介護保険審査会の公益代表委員等の定数並びに委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）
第十五条　大阪府介護保険審査会の公益代表委員等の定数並びに委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（平成十一年大阪府条例第三十四号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（委員等の報酬）
第三条　委員等の報酬の額は、委員の場合にあっては日額一万八千円とし、専門調査員の場合にあっては日額一万千四百円とする。
２・３　（略）
	（委員等の報酬）
第三条　委員等の報酬の額は、委員の場合にあっては日額九千八百円とし、専門調査員の場合にあっては日額六千二百円とする。
２・３　（略）

	
	


（大阪府子ども家庭審議会条例の一部改正）
第十六条　大阪府子ども家庭審議会条例（令和五年大阪府条例第五十八号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（報酬）
第九条　委員等の報酬の額は、日額一万八千円とする。
２　（略）
３　委員等が著しく困難な業務に従事する場合その他の特別の事情により第一項の報酬の額により難いときは、同項の規定にかかわらず、その報酬の額を、当該業務に従事した時間一時間につき、一万七百円とする。
４　前項の報酬は、当該業務に従事した時間に応じて、その都度支給し、第一項の報酬の支給と併せて行うことを妨げない。ただし、前項の報酬の額の合計額並びに第一項及び前項の報酬の額の合計額は、一日につき五万五千円を超えることができない。
５　（略）
	（報酬）
第九条　委員等の報酬の額は、日額九千八百円とする。
２　（略）
３　委員等が著しく困難な業務に従事する場合その他の特別の事情により第一項の報酬の額により難いときは、同項の規定にかかわらず、その報酬の額を、当該業務に従事した時間一時間につき、九千八百円とする。
４　前項の報酬は、当該業務に従事した時間に応じて、その都度支給し、第一項の報酬の支給と併せて行うことを妨げない。



５　（略）

	
	


（大阪府感染症の診査に関する協議会条例の一部改正）
第十七条　大阪府感染症の診査に関する協議会条例（平成十一年大阪府条例第二号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（報酬）
第八条　委員の報酬の額は、日額一万五千二百円とする。
２・３　（略）
	（報酬）
第八条　委員の報酬の額は、日額八千三百円とする。
２・３　（略）

	
	


（大阪府精神保健福祉審議会条例の一部改正）
第十八条　大阪府精神保健福祉審議会条例（昭和四十年大阪府条例第四十号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（報酬）
第七条　委員及び臨時委員（以下「委員等」という。）の報酬の額は、日額一万八千円とする。
２・３　（略）
	（報酬）
第七条　委員及び臨時委員（以下「委員等」という。）の報酬の額は、日額八千三百円とする。
２・３　（略）

	
	


（大阪府国民健康保険運営協議会条例の一部改正）
第十九条　大阪府国民健康保険運営協議会条例（平成二十八年大阪府条例第八十三号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（報酬）
第四条　委員の報酬の額は、日額一万八千円とする。
２・３　（略）
	（報酬）
第四条　委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。
２・３　（略）

	
	


（大阪府生活衛生適正化審議会条例の一部改正）
第二十条　大阪府生活衛生適正化審議会条例（平成十二年大阪府条例第十七号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（報酬）
第七条　委員及び専門委員（以下「委員等」という。）の報酬の額は、日額一万五千二百円とする。
２・３　（略）
	（報酬）
第七条　委員及び専門委員（以下「委員等」という。）の報酬の額は、日額八千三百円とする。

２・３　（略）

	
	


（大阪府小売商業紛争調停員の報酬及び費用弁償並びに調停員の求めに応じて出頭した参考人の実費弁償に関する条例の一部改正）
第二十一条　大阪府小売商業紛争調停員の報酬及び費用弁償並びに調停員の求めに応じて出頭した参考人の実費弁償に関する条例（昭和三十四年大阪府条例第三十五号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（報酬）
第二条　調停員の報酬の額は、日額一万五千二百円とする。
２・３　（略）
	（報酬）
第二条　調停員の報酬の額は、日額八千三百円とする。
２・３　（略）

	
	


（大阪府環境審議会条例の一部改正）
第二十二条　大阪府環境審議会条例（平成六年大阪府条例第七号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（報酬）
第八条　委員、臨時委員及び専門委員の報酬の額は、日額一万八千円とし、幹事の報酬の額は、日額一万千四百円とする。
２・３　（略）
	（報酬）
第八条　委員、臨時委員及び専門委員の報酬の額は、日額九千八百円とし、幹事の報酬の額は、日額六千二百円とする。
２・３　（略）

	
	


（大阪府自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画策定協議会条例の一部改正）
第二十三条　大阪府自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画策定協議会条例（平成四年大阪府条例第四十五号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（報酬）
第八条　委員及び専門委員の報酬の額は、日額一万八千円とし、幹事の報酬の額は、日額一万千四百円とする。
２・３　（略）
	（報酬）
第八条　委員及び専門委員の報酬の額は、日額九千八百円とし、幹事の報酬の額は、日額六千二百円とする。
２・３　（略）

	
	


（大阪府水防協議会条例の一部改正）
第二十四条　大阪府水防協議会条例（平成十二年大阪府条例第三十七号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（報酬）
第六条　委員の報酬の額は、日額一万八千円とし、幹事の報酬の額は、日額一万五千二百円とする。
２・３　（略）
	（報酬）
第六条　委員の報酬の額は日額九千八百円とし、幹事の報酬の額は日額八千三百円とする。

２・３　（略）

	
	


（大阪府交通安全対策会議条例の一部改正）
第二十五条　大阪府交通安全対策会議条例（昭和四十五年大阪府条例第三十九号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（報酬）
第五条　委員及び特別委員の報酬の額は、日額一万八千円とし、幹事の報酬の額は、日額一万五千二百円とする。
２・３　（略）
	（報酬）
第五条　委員及び特別委員の報酬の額は、日額九千八百円とし、幹事の報酬の額は、日額八千三百円とする。
２・３　（略）

	
	


（大阪府土地利用審査会条例の一部改正）
第二十六条　大阪府土地利用審査会条例（昭和四十九年大阪府条例第三十八号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（報酬）
第五条　委員の報酬の額は、日額一万八千円とする。
２・３　（略）
	（報酬）
第五条　委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。
２・３　（略）

	
	


（大阪府事業認定審議会条例の一部改正）
第二十七条　大阪府事業認定審議会条例（平成十四年大阪府条例第七十九号）の一部を次のように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（報酬）
第六条　委員及び専門委員（以下「委員等」と
いう。）の報酬の額は、日額一万八千円とする。
２・３　（略）
	（報酬）
第六条　委員及び専門委員（以下「委員等」と
いう。）の報酬の額は、日額九千八百円とする。
２・３　（略）

	
	


　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
（大阪府建築審査会条例の一部改正）
[bookmark: _Hlk213833841]第二十八条　大阪府建築審査会条例（昭和二十五年大阪府条例第八十四号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（報酬及び費用弁償）
第六条　委員の報酬の額は、日額一万八千円とする。
２―６　（略）
	（報酬及び費用弁償）
第六条　委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。
２―６　（略）

	
	


（大阪府開発審査会条例の一部改正）
第二十九条　大阪府開発審査会条例（昭和四十四年大阪府条例第三十六号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（報酬）
第五条　委員の報酬の額は、日額一万八千円とする。
２・３　（略）
	（報酬）
第五条　委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。
２・３　（略）

	
	


（大阪府都市計画審議会条例の一部改正）
第三十条　大阪府都市計画審議会条例（昭和四十四年大阪府条例第三十一号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（報酬）
第七条　委員等の報酬の額は、日額一万八千円とする。
２・３　（略）
	（報酬）
第七条　委員等の報酬の額は、日額九千八百円とする。
２・３　（略）

	
	


（大阪府国土利用計画審議会条例の一部改正）
第三十一条　大阪府国土利用計画審議会条例（昭和四十九年大阪府条例第三十七号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（報酬）
第七条　委員及び臨時委員（以下「委員等」という。）の報酬の額は、日額一万八千円とする。
２・３　（略）
	（報酬）
第七条　委員及び臨時委員（以下「委員等」という。）の報酬の額は、日額九千八百円とする。
２・３　（略）

	
	


（大阪府地方港湾審議会条例の一部改正）
第三十二条　大阪府地方港湾審議会条例（昭和四十九年大阪府条例第十号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（報酬）
第九条　委員、臨時委員及び専門委員の報酬の額は、日額一万八千円とし、幹事の報酬の額は、日額一万千四百円とする。
２・３　（略）
	（報酬）
第九条　委員、臨時委員及び専門委員の報酬の額は、日額九千八百円とし、幹事の報酬の額は、日額六千二百円とする。
２・３　（略）

	
	


（大阪府スポーツ推進審議会条例の一部改正）
第三十三条　大阪府スポーツ推進審議会条例（昭和三十七年大阪府条例第六号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（報酬）
第八条　委員等の報酬の額は、日額一万五千二百円とする。
２・３　（略）
	（報酬）
第八条　委員等の報酬の額は、日額八千三百円とする。
２・３　（略）

	
	


（大阪府社会教育委員条例の一部改正）
第三十四条　大阪府社会教育委員条例（昭和三十四年大阪府条例第三十六号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（報酬）
第四条　委員の報酬の額は、日額一万五千二百円とする。
２・３　（略）
	（報酬）
第四条　委員の報酬の額は、日額八千三百円とする。
２・３　（略）

	
	


（大阪府教育職員免許状再授与審査会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）
第三十五条　大阪府教育職員免許状再授与審査会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例（令和七年大阪府条例第六号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（報酬）
第二条　委員の報酬の額は、日額一万八千円とする。
２・３　（略）
	（報酬）
第二条　委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。
２・３　（略）

	
	


（大阪府文化財保護審議会条例の一部改正）
第三十六条　大阪府文化財保護審議会条例（昭和五十年大阪府条例第二十八号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（報酬）
第六条　委員の報酬の額は、日額一万五千二百円とする。
２・３　（略）
	（報酬）
第六条　委員の報酬の額は、日額八千三百円とする。
２・３　（略）

	
	


（大阪府私立学校審議会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）
第三十七条　大阪府私立学校審議会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和二十五年大阪府条例第十七号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（報酬）
第二条　委員の報酬の額は、日額一万五千二百円とする。
２・３　（略）
	（報酬）
第二条　委員の報酬の額は、日額八千三百円とする。
２・３　（略）

	
	


（大阪府立図書館協議会条例の一部改正）
第三十八条　大阪府立図書館協議会条例（昭和二十七年大阪府条例第四十二号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（報酬）
第七条　委員の報酬の額は、日額一万五千二百円とする。
２・３　（略）
	（報酬）
第七条　委員の報酬の額は、日額八千三百円とする。
２・３　（略）

	
	


（大阪府警察署協議会条例の一部改正）
第三十九条　大阪府警察署協議会条例（平成十三年大阪府条例第八号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（報酬）
第五条　委員の報酬の額は、日額一万五千二百円とする。
２・３　（略）
	（報酬）
第五条　委員の報酬の額は、日額八千三百円とする。
２・３　（略）

	
	


　　　附　則
　この条例は、令和八年四月一日から施行する。


2-2
